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201　商標権者が売手による製造及び買手と売手との間の売買
　　  契約に関与している場合に、買手が商標権者に支払うロ   
　　  イヤルティ

 
（問）

　本邦の買手Ｂは、Ｅ国の製造業者Ｓ（売手Ｓ）との間で売買契約を締
結し、特殊関係にあるＱ国の商標権者Ｃが所有する商標が付された製品
を購入（輸入）します。買手Ｂと売手Ｓとの間に特殊関係はありません。
　買手Ｂは、商標権者Ｃとの間で締結したライセンス契約に基づき、
売手Ｓから購入する製品に係る商標使用権の対価として、商標権者Ｃ
に対してロイヤルティを支払うこととされています。仮に買手Ｂが商
標権者Ｃにロイヤルティの支払いを怠った場合、商標権者Ｃは当該ラ
イセンス契約を解消することができることとされています。
　一方、商標権者Ｃは売手Ｓと供給契約を締結しています。当該供給
契約において、売手Ｓは製品の製造にあたり商標権者Ｃが提供する品
質、デザイン、技術に関する仕様書に従うとともに、商標権者Ｃが決
定した者（買手Ｂを含む。）に製品を独占的に販売することとされて
います。売手Ｓと商標権者Ｃとの間に特殊関係はありません。
　買手Ｂと売手Ｓの間の売買契約書には買手Ｂから商標権者Ｃへのロ
イヤルティの支払いについての記載はありません。
　上記輸入貨物の課税価格を関税定率法第４条第１項の規定により計
算するにあたり、買手Ｂが商標権者Ｃに支払う上記ロイヤルティは、
同項第４号に該当するものとして課税価格に含まれますか。
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（答）上記ロイヤルティは、商標使用権の対価であり上記製品には商標が
付されていることから、当該製品に関連しています。
　商標権者Ｃは供給契約に基づき売手Ｓに対しデザイン及び技術を直接提
供するとともに製品の販売先を決定しており、またライセンス契約に基づ
き買手Ｂに対して商標の使用を許諾していることから、実質的に、買手Ｂ
は商標権者Ｃにロイヤルティを支払わなければ当該製品を購入することが
できません。
　したがって、上記ロイヤルティは、定率法第４条第１項第４号に規
定する「輸入貨物に係る」ものであり、かつ、「取引の状況その他の事情
からみて当該輸入貨物の輸入取引をするため」に買手により支払われるも
のであることから、同号に該当するものとして上記製品の課税価格に含ま
れます。
 

【関係法令通達】　
関税定率法第４号第１項第４号、関税定率法基本通達４− 13

「関税評価に関する取扱事例について」（平成19年６月26日　財関876号）による。
 


